
（概要）

認定農業者数

　　（うち法人数）

（注１）

（注２）

　「認定農業者数」とは、①農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画を作成
し、市町村から当該改善計画の認定を受けた者の数（233,792経営体）及び②特定農業法人
で認定農業者とみなされている法人の数（14経営体）である。

　法人数は、一戸一法人を含む。

令 和 3 年 2 月 19 日
農 林 水 産 省

認定農業者の認定状況（令和2年3月末現在）

（令和2年3月末現在）

令和2年3月末 平成31年3月末との差

 令和2年3月末現在の認定農業者の認定状況を取りまとめましたのでお知
らせいたします。

　令和2年3月末現在の認定農業者数は、23万3,806経営体となり、前
年と比べ、5,237経営体減少しました。

　また、認定農業者のうち法人の数は、前年と比べて1,115法人増加
し、2万6,080法人となっています。

233,806 ▲ 5,237

26,080 1,115

形　態



33944 認定農業者数の推移

資料：農林水産省経営局経営政策課調べ
注：特定農業法人で認定農業者とみなされている法人を含む。



令和2年3月末現在

　
平成31年3月末

からの増減
平成31年3月末

からの増減

北海道 28,978 ▲763 3,511 128 
青森県 9,493 ▲273 486 36 

東 岩手県 6,581 ▲266 700 25 
宮城県 6,279 ▲168 707 46 

　 秋田県 9,766 ▲355 705 49 
北 山形県 9,400 ▲566 552 37 

福島県 7,378 ▲361 621 35 
小計 48,897 ▲1,989 3,771 228 

茨城県 8,478 ▲125 696 38 
栃木県 7,925 ▲223 458 34 

関 群馬県 4,821 31 610 31 
埼玉県 5,017 ▲62 436 30 
千葉県 6,463 122 719 17 
東京都 1,681 1 30 4 

神奈川県 2,071 19 194 9 
東 山梨県 2,394 ▲32 232 16 

長野県 6,984 ▲75 806 12 
静岡県 5,028 ▲19 529 33 
小計 50,862 ▲363 4,710 224 

新潟県 14,139 ▲407 1,069 41 
北 富山県 1,619 ▲17 699 24 

石川県 2,194 ▲31 407 14 
陸 福井県 1,221 ▲1 403 22 

小計 19,173 ▲456 2,578 101 
東 岐阜県 2,192 21 576 33 

愛知県 4,367 ▲95 560 21 
海 三重県 2,190 ▲4 470 20 

小計 8,749 ▲78 1,606 74 
滋賀県 2,620 ▲144 556 16 

近 京都府 1,360 7 254 11 
大阪府 993 11 59 9 
兵庫県 2,459 6 439 39 

畿 奈良県 1,003 6 86 ▲5 
和歌山県 2,641 ▲210 76 6 

小計 11,076 ▲324 1,470 76 
鳥取県 1,017 ▲13 222 3 

中 島根県 1,240 ▲9 419 13 
岡山県 2,959 ▲71 427 29 

国 広島県 1,399 ▲30 492 9 
・ 山口県 1,477 ▲10 415 13 
四 徳島県 1,912 ▲79 207 3 

香川県 1,729 33 343 18 
国 愛媛県 4,423 ▲19 387 12 

高知県 2,996 20 193 15 
小計 19,152 ▲178 3,105 115 

福岡県 5,947 ▲162 706 17 
九 佐賀県 3,915 ▲57 269 5 

長崎県 5,431 ▲130 390 19 
熊本県 10,601 ▲370 987 52 
大分県 4,092 ▲126 686 13 

州 宮崎県 7,751 ▲29 806 22 
鹿児島県 7,914 ▲161 1,226 34 

小計 45,651 ▲1,035 5,070 162 
沖縄県 1,268 ▲51 259 7 

233,806 ▲5,237 26,080 1,115 

問い合わせ先：農林水産省経営局経営政策課　経営育成グループ ［電話］03-3502-8111（代）　内線5134

　　　　03-6744-2143（直通）

うち法人数

認定農業者の認定状況

認定農業者

総　　　計

認定農業者数



令和2年3月末現在

③のうち法人 ③のうち共同申請

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

　 北海道 172 169 28,978 3,511 1,514 654
青森県 40 39 9,493 486 181 304 

東 岩手県 33 33 6,581 700 362 221 
宮城県 33 33 6,279 707 296 178 
秋田県 25 25 9,766 705 75 211 

北 山形県 35 35 9,400 552 173 225 
福島県 58 58 7,378 621 370 243 
小計 224 223 48,897 3,771 1,457 1,382 

茨城県 44 44 8,478 696 477 321 
栃木県 25 25 7,925 458 762 239 

関 群馬県 35 34 4,821 610 440 190 
埼玉県 61 61 5,017 436 334 223 
千葉県 53 53 6,463 719 736 233 
東京都 42 41 1,681 30 434 56 

神奈川県 30 30 2,071 194 69 64 
東 山梨県 27 24 2,394 232 112 121 

長野県 77 77 6,984 806 325 289 
静岡県 34 34 5,028 529 362 150 
小計 428 423 50,862 4,710 4,051 1,886 

新潟県 29 29 14,139 1,069 284 298 
北 富山県 15 15 1,619 699 81 50 

石川県 19 19 2,194 407 58 67 
陸 福井県 17 17 1,221 403 250 53 

小計 80 80 19,173 2,578 673 468 
東 岐阜県 42 41 2,192 576 21 105 

愛知県 53 52 4,367 560 573 125 
海 三重県 29 28 2,190 470 109 86 

小計 124 121 8,749 1,606 703 316 
滋賀県 19 19 2,620 556 30 68 

近 京都府 25 23 1,360 254 21 45 
大阪府 38 33 993 59 6 26 
兵庫県 40 38 2,459 439 44 150 

畿 奈良県 32 30 1,003 86 28 45 
和歌山県 28 27 2,641 76 76 99 

小計 182 170 11,076 1,470 205 433 
鳥取県 19 19 1,017 222 91 57 

中 島根県 19 19 1,240 419 30 52 
岡山県 27 27 2,959 427 256 117 

国 広島県 20 18 1,399 492 13 76 
・ 山口県 18 17 1,477 415 58 55 
四 徳島県 24 24 1,912 207 149 59 

香川県 16 16 1,729 343 146 105 
国 愛媛県 20 20 4,423 387 313 209 

高知県 34 34 2,996 193 336 110 
小計 197 194 19,152 3,105 1,392 840 

福岡県 57 57 5,947 706 483 154 
九 佐賀県 20 20 3,915 269 309 174 

長崎県 21 21 5,431 390 512 153 
熊本県 45 45 10,601 987 1,908 226 
大分県 17 17 4,092 686 206 155 

州 宮崎県 26 26 7,751 806 739 284 
鹿児島県 43 42 7,914 1,226 398 291 

小計 229 228 45,651 5,070 4,555 1,437 
沖縄県 36 33 1,268 259 106 148 
総計 1,672 1,641 233,806 26,080 14,656 7,564 

問い合わせ先：農林水産省経営局経営政策課　経営育成グループ ［電話］03-3502-8111（代）　内線5134

  　　　 03-6744-2143（直通）

注：基本構想策定数は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想を策定した市町村の数をさす。
    認定市町村数は、基本構想に基づき、農業経営改善計画の認定を行っている市町村の数をさす。

基本構想の策定状況及び認定農業者数

基本構想策定
市町村数

認定市町村数 認定農業者数

③のうち令和元年度
（H31年4月～R2年3
月）中に新規に認定を
受けた認定農業者数



Ｈ２８年３月 Ｈ２９年３月 Ｈ３０年３月 Ｈ３１年３月 R２年３月

54,321 57,319 37,263 33,965 46,282

再認定を受けた者
② 44,918 46,048 29,420 27,029 35,853

再認定を受けなかった者
③ 9,403 11,271 7,843 6,936 10,429

2,644 2,794 2,369 2,391 2,372

19,689 10,284 8,573 7,705 7,564

7,642 ▲ 3,781 ▲ 1,639 ▲ 1,622 ▲ 5,237

82.7% 80.3% 79.0% 79.6% 77.5%

246,085 242,304 240,665 239,043 233,806 

計画期間内に認定農業者
でなくなった者

④

農業経営改善計画期間の終期を迎えた者、同計画期間内に認定農業者でなくなった者及び新規認定者の推移

終期を迎えた者
①

新規認定者
⑤

純増減数
⑤-(③+④)

再認定率
②/①

（参考）認定農業者数

注：計画期間内に認定農業者でなくなった者の数④とは、計画期間内に法人化や死亡もしくは離農・廃業等により認定農業者でなくなった者の数。
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